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公告（近江八幡市立総合医療センター） 

 

近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルティング業務委託に

ついて、公募型プロポーザル方式により業者選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

2025（令和７）年 7 月 8 日 

近江八幡市立総合医療センター 

                            近江八幡市病院事業管理者 

                                           宮下 浩明 

 

 

近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルティング業務委託

公募型プロポーザル募集要領 

 

１.趣旨・目的 

近江八幡市立総合医療センターの総合医療情報システムは、医療の質の向上、業務の効率化、患者

サービスの提供などに寄与してきた。しかしながら、現行システムの耐用年数の経過や技術の進歩に

伴い、システムの更新の必要性が高まってきている。次期システム更新では、既存の電子カルテシス

テムのサポート終了に伴い、新たな電子カルテシステムを導入することが余儀なくされることから、

以前のシステム更新よりも多額の費用が発生する可能性があり、病院運営に多大な影響を与えかねな

い状況が予想される。このことから、今回の更新には、費用面、運用面、システム面など全てにおい

て入念な検討が必要であり、それにともない、職員にもかなりの負担を強いることを留意しなければ

ならないと考える。 

そのような中で、安全性が保障された質の高い医療を保ちながら、業務を効率化し、コストの最適

化を図らなければならない。そのために、次期システム更新に向けた基本計画や要求仕様についての

コンサルタントができる業者を幅広く募集するため、公募型プロポーザル方式を採用し、高度な専門

知識と十分な経験のあるコンサルタント業者の選定を行う。 

 

２.公募の概要 

 公募概要は、次のとおり。 

（１） 委託業務名  近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサ

ルティング業務委託 

（２） 見積限度額   34,100,000 円（消費税および地方消費税を含む） 

（３） 委 託 期 間    2025 年 10 月 1 日（予定）から 2026 年 12 月 31 日まで。 

（４） 選 定 方 法   公募型プロポーザル方式を採用し、応募者からの企画提案書・見積金額及び

プレゼンテーション内容により審査したうえで、最も優れた事業者を選択す

る。 

（５） 契   約  本プロポーザルにより選定した事業者を相手方として、地方公営企業法施行

令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号の規定により随意契約を行う。 

（６） そ の 他 2027 年 1 月 1 日から 2028 年 1 月 31 日まで、別契約にて「医療情報システ

ム導入支援業務」の委託業務（選定方法等未定）」を予定しているが、更新

内容や導入形態により発注しない場合もある。 
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３.参加資格 

 次に掲げる要件のすべてを満たす者が、応募できるものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこと 

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始手続きの申立てがなされてい

る者（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てをされている者（再生手続き開始の決定を受

けている者を除く。）でないこと。 

（３） 自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第６号に掲げる暴力団員及びそれらの

利益となる活動を行っている者でないこと。（優先交渉権者となった場合には、必要に応じ

て別に定める誓約書、役員名簿の提出及び当該役員について警察当局に照会することにつ

いて、あらかじめ了知すること。） 

（４） 本業務の落札決定の日までに、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停止

基準に基づく停止措置を受けていないこと 

（５） 直接雇用している者を主任技術者として配置できること。 

（６） 証明日現在において全ての税の滞納がないこと。 

（７） ４００床以上の病院において、令和２年 4 月以降に医療情報システムから医療情報システ

ムへの新旧更新に関するコンサルティング業務の受託実績があること。 

（８） 仮想化技術など、システム技術や仕組みに精通した担当者を配置出来ること。 

 

４.公募から契約履行までの日程 

（１） 入札告示、募集要領・仕様書等の交付    2025 年 ７月 ８日（火） 

（２） 説明会                               2025 年 ７月２２日（火）10 時 

（３） 質問書の最終受付                     2025 年 ７月２４日（木）正午締切 

（４） 質問書の回答（予定）                   2025 年 ７月２９日（火） 

（５） 参加申込書の提出期限                   2025 年 ８月１２日（火）正午締切 

（６） 参加資格確認結果通知                   2025 年 ８月１５日（金） 

（７） 提案書の提出期限                     2025 年 ８月２０日（水）10 時必着 

（８） 提案順番抽選会                     2025 年 ８月２０日（水）11 時 

（９） プレゼンテーション                    2025 年 ８月２７日（水）午後 

（１０） 契約審査会                      2025 年 ９月前半 

（１１） 審査決定通知（優先交渉権者）            2025 年 ９月１７日（水） 

（１２） 契約締結（随意契約）                 2025 年 ９月末 

（１３） 契約工期（予定）                  2025 年 10 月１日～2026 年 12 月 31 日 
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５．募集における応募、審査等の手順 

（１） 仕様書等の入手 

仕様書等関係書類及び様式は、近江八幡市立総合医療センターのホームページにて配布す

るので、入手すること。    http://www.kenkou1.com/ 

 

（２） 説明会の開催 

① 日時：2025 年 7 月 22 日（火）午前 10 時から 

② 場所：当院 2 階 第 4 会議室 

③ 申込 

    ａ 受付期限  2025 年 7 日 18 日（金）正午まで 

    ｂ 提出方法  説明会参加申込書（提出様式３）に記入の上、「７．問い合わせ先」 

の E-mail により提出すること。 

    ｃ メールタイトルを「システム更新プロポ説明会参加申込書（会社名）」とし、「７．問い

合わせ先」へ電話で受信の確認を行うこと。ただし、土日については月曜日に確認を行

うこと。 

   ④ その他 

    説明会への出欠が当該プロポーザルへの参加に影響することはない。 

 

（３） 募集要領・仕様書に対する質疑応答の実施 

     本業務に応募しようとする応募者は、本募集要領、仕様書に記載している内容に対する質

問を行うことができる。質問書様式は必要に応じて項目を追加することができる。 

   ① 質疑の受付 

    ａ 受付期限  2025 年 7 月 24 日（木）正午まで 

    ｂ 提出方法  質問書（提出様式４）に記入の上、「７．問い合わせ先」の E-mail 

により提出すること。 

    ｃ メールタイトルを「システム更新プロポ質問書（会社名）」とし、「７．問い合わせ先」

へ電話で受信の確認を行うこと。ただし、土日については月曜日に確認を行う 

      こと。 

② 質疑の回答 

 ａ 回答日   2025 年 7 月 29 日（火）（予定） 

 ｂ 回答方法  近江八幡市立総合医療センターのホームページに掲載する。 

http://www.kenkou1.com/ 

 

（４） 参加意向申出書の提出 

     参加希望者は、次のとおり提出すること。 

① 提出書類 

 ａ プロポーザル参加意向申出書（提出様式１） 

 ｂ 会社案内及び会社概要（組織においては、体制等がわかる資料（様式任意）） 

    本社所在地、支店・営業所所在地、設立年月日、資本金、 

    及び設置年月日、従業員数、関連会社、業務内容などが記載されたもの 
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 ｃ 受託実績一覧（提出様式２） 

令和２年 4 月以降に４００床以上の病院において、同種業務の受託実績（病院名及び、

所在地） ※現在、実施中の業務も記載すること。 

 ｄ 納税証明書（写）（発行官公署の様式 ） 

(ア) 下表で該当するものを提出すること。 

個 

人 

 

市内に本店・支

店・営業所等が

ある者 

Ⅰ 「国税に未納がないこと｣を証するもの 

Ⅱ 「滋賀県税に未納がないこと」を証するもの 

Ⅲ 「近江八幡市税に未納がないこと」を証するもの 

上 記 以 外 
Ⅰ 「国税に未納がないこと｣を証するもの 

Ⅱ 「都道府県税に未納がないこと」を証するもの 

法 

人 

市内に本店・支

店・営業所等が

ある者 

Ⅰ 「国税に未納がないこと｣を証するもの 

Ⅱ 「滋賀県税に未納がないこと」を証するもの 

Ⅲ 「近江八幡市税に未納がないこと」を証するもの 

上 記 以 外 
Ⅰ 「国税に未納がないこと｣を証するもの。 

Ⅱ 「都道府県税に未納がないこと」を証するもの 

(イ) 申請時の３箇月前の日以降に発行された証明書であること。 

(ウ) 国税の納税証明については、以下の項目について未納がないことを証明できるものを

提出すること。 

法人の場合：「法人税」「消費税及び地方消費税」（その３の３） 

個人の場合：「申告所得税」「消費税及び地方消費税」（その３の２） 

(エ) 都道府県税について、委任先の事業所にて登録する場合は委任先事業所の所在する都

道府県発行の納税証明書を提出すること。 

納税証明書の証明事項は「都道府県税に未納（滞納）がないこと」とする。 

都道府県により名称等が異なるので所管の都道府県税事務所等に問い合わせるこ

と。なお、「都道府県税に未納（滞納）がないこと」を証明する納税証明書が発行

されない都道府県については、直近の2 年度分の「法人県（都道府）税」「法人事

業税」の納税証明書の提出で可とする。 

(オ) 近江八幡市税については、収納・債権対策課にて証明を受けること。 

 ｅ 登記簿謄本 

    発行日が 2025 年 1 月 1 日以降の原本又は写しを提出 

 ｆ 印鑑証明書 

    発行日が 2025 年 1 月 1 日以降の原本又は写しを提出 

 ｇ その他 

誓約書（提出様式５）、統括責任者調書（提出様式６）、実務担当者調書（提出様式７） 

 

   ② 提出期限   2025 年 8 月 12 日（火）正午まで 

   ③ 提出方法   持参又は郵送（書留郵便に限る） 

            郵送の場合、提出期限までに必着のこと。 

   ④ 提出場所   下記「７．問い合わせ先」 

   ⑤ 参加資格確認結果通知   2025 年 8 月 15 日（金）までに通知する。 
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（５） 参加辞退 

参加意向申出書等の提出後に参加手続きを辞退する場合は、辞退届（任意様式）を上記（４）

の④まで持参又は郵送にて提出すること。 

 

（６） 企画提案書の提出 

企画提案書等の作成については本募集要領、及び「近江八幡市立総合医療センター総合医療

情報システム更新に関するコンサルティング業務プロポーザル企画提案書作成要領」に基づい

て作成すること。 

 

（７） プレゼンテーション、及び審査 

プレゼンテーションは、評価の公平性を保つため匿名で行うので会社名等の表示及び提案者

が特定できる表現は行わないこと。また、後日、内容に虚偽・過大があったと判断した場合は

失格とする。 

審査は別途定める「近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコン

サルティング業務プロポーザル審査要領」に基づき実施し、最も優れた事業者を選定する。な

お、審査結果についての異議は認めないものとする。 

 

（８） 契約 

優先交渉権者と業務委託に関する詳細協議のうえ随意契約を行うものとする。なお、協議が

整わず契約見込みがないときは、次点の提案者と契約に向けて協議する。 

 

６.留意事項 

（１） 応募書類等の提出、プレゼンテーションの出席その他応募に関する経費については、すべて

応募者の負担とする。 

（２） 提出された応募書類は返却しない。 

（３） 無効となるプロポーザル 

・ 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

・ 提出書類に虚偽の記載がある場合 

・ 著しく信義に反する行為を起こした場合 

・ 会社更生法の適用を申請するなど、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場

合 

・ 選定委員会委員と不正な接触をするなど、審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

・ 公共事業に関して、違法行為等により指名停止などの処分を受けている場合 

・ その他、要領に違反した場合 

（４） プロポーザルの結果は、ホームページ等によって公表される場合がある。 

（５） プロポーザルに関する一連の資料は、近江八幡市情報公開条例等の法令に基づき、公表され

る場合がある。 

（６） 企画提案書の著作権は、それぞれの制作者に帰属するが、選定を行う作業に必要な範囲にお

いては、無断・無償で複製を作成することがある。なお、採用された企画提案書の著作権は

近江八幡市立総合医療センターに帰属するものとする。 



 6 

（７） 今後想定される一連の委託業務に際しては、提案書中に記載された担当者については変更を

認めない。ただし、変更の理由および変更予定者について、当院がやむを得ないと認めた場

合はこの限りではない。 

 

７.問い合わせ先 

近江八幡市立総合医療センター  

担当 情報管理課 吉田、城下 

〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町 1379 

E-mail: 030212@city.omihachiman.lg.jp 及び shiroshita@kenkou1.com 

TEL 0748-33-3151 

※ 持参される方は、医療センター１Ｆにあります総合案内で担当者をお呼び下さい。 


